
R8.2.8更新

開閉時刻を変更する投票所及び共通投票所一覧

市町村名 投票区名 投票所の名称
開始又は閉鎖時刻の
繰上げ繰下げの別

時間数
（開閉時刻）

青 森 市 第７０投票区 松丘保養園 閉鎖時刻の繰上げ
１時間

（午後７時）

第９０投票区 常盤野小中学校 閉鎖時刻の繰上げ
２時間

（午後６時）

第９３投票区 水木在家公民館 〃 〃

第９６投票区 沢田生活改善センター 〃 〃

共通投票所 ヒロロ 開始時刻の繰下げ
２時間

（午前９時）

第１投票区 山形公民館 閉鎖時刻の繰上げ
２時間

（午後６時）

第２投票区 牡丹平公民館 〃 〃

第３投票区 浅瀬石公民館 〃 〃

第４投票区 追子野木公民館 〃 〃

第５投票区 認定こども園たけみ 〃 〃

第６投票区 わのまちセンター 〃 〃

第７投票区 ちとせ会館 〃 〃

第８投票区 黒石東小学校 〃 〃

第９投票区 西部地区センター 〃 〃

第１０投票区 スポカルイン黒石 〃 〃

第１１投票区 老人福祉センター 〃 〃

第１２投票区 野際集会所 〃 〃

第１３投票区 あけぼのこども園 〃 〃

第１４投票区 中郷公民館 〃 〃

第１５投票区 六郷公民館 〃 〃

第１６投票区 上十川公民館 〃 〃

令和８年２月８日執行
衆議院議員総選挙、国民審査

弘 前 市

黒 石 市
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R8.2.8更新

市町村名 投票区名 投票所の名称
開始又は閉鎖時刻の
繰上げ繰下げの別

時間数
（開閉時刻）

五所川原市 第２５投票区 市浦コミュニティセンター 閉鎖時刻の繰上げ
１時間

（午後７時）

第３９投票区
十和田湖観光交流センター
（ぷらっと）

閉鎖時刻の繰上げ
２時間

（午後６時）

第４０投票区
十和田湖小学校・十和田湖中
学校

〃 〃

第３７投票区 川内庁舎談話室 閉鎖時刻の繰上げ
１時間

（午後７時）

第３８投票区 新町集会所 〃 〃

第３９投票区 川内中学校 〃 〃

第４０投票区 銀杏木地区公民館 〃 〃

第４１投票区 桧川地区公民館 〃 〃

第４２投票区 宿野部地区公民館 〃 〃

第４３投票区 蛎崎地区公民館 〃 〃

第４４投票区 畑地区公民館 〃 〃

第４５投票区 戸沢地区公民館 〃 〃

第４６投票区 上小倉平地区公民館 〃 〃

第４７投票区 田野沢地区公民館 〃 〃

第４８投票区 湯野川地区公民館 〃 〃

第４９投票区 袰川地区公民館 〃 〃

第５０投票区 新町町内会館 〃 〃

第５１投票区 大畑公民館 〃 〃

第５２投票区
正津川小学校（多目的スペー
ス）

〃 〃

第５３投票区
総合福祉センターふれあいか
ん

〃 〃

第５４投票区 湊町内会館 〃 〃

第５５投票区 湯坂下町内会館 〃 〃

十 和 田 市

む つ 市
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R8.2.8更新

市町村名 投票区名 投票所の名称
開始又は閉鎖時刻の
繰上げ繰下げの別

時間数
（開閉時刻）

第５６投票区 二枚橋地区公民館 閉鎖時刻の繰上げ
１時間

（午後７時）

第５７投票区 木野部地区公民館 〃 〃

第５８投票区 関根橋地区公民館 〃 〃

第５９投票区 小目名地区公民館 〃 〃

第６０投票区 孫次郎間地区公民館 〃 〃

第６１投票区 赤川地区公民館 〃 〃

第６２投票区 大畑庁舎多世代交流スペース 〃 〃

第６３投票区 上野町内会館 〃 〃

第６４投票区 脇野沢地域交流センター 〃 〃

第６５投票区 小沢地区生活福祉センター 〃 〃

第６６投票区 滝山地区生活福祉センター 〃 〃

第６７投票区 九艘泊地区生活福祉センター 〃 〃

第６８投票区 蛸田地区生活福祉センター 〃 〃

第６９投票区 寄浪地区生活福祉センター 〃 〃

つ が る 市 共通投票所
イオンモールつがる柏共通投
票所

開始時刻の繰下げ
３時間

（午前１０時）

第１３投票区 小国コミュニティセンター 閉鎖時刻の繰上げ
１時間

（午後７時）

第１４投票区 平川市葛川支所 〃 〃

第２１投票区 平川市碇ヶ関公民館 〃 〃

第２２投票区 古懸地区集会所 〃 〃

第２３投票区 久吉地区集会所 〃 〃

共通投票所 イオンタウン平賀 開始時刻の繰下げ
２時間

（午前９時）

平 内 町 第１投票区 平内町役場 閉鎖時刻の繰上げ
２時間

（午後６時）

む つ 市

平 川 市
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R8.2.8更新

市町村名 投票区名 投票所の名称
開始又は閉鎖時刻の
繰上げ繰下げの別

時間数
（開閉時刻）

第２投票区 浅所コミュニティセンター 閉鎖時刻の繰上げ
２時間

（午後６時）

第３投票区
東田沢集落圏防雪管理セン
ター

〃
３時間

（午後５時）

第４投票区 ひらない中央児童館 〃
２時間

（午後６時）

第５投票区 浜子地区総合研修センター 〃 〃

第６投票区 内童子コミュニティセンター 〃 〃

第７投票区 東小学校 〃 〃

第８投票区 公民館狩場沢分館 〃 〃

第９投票区 公民館松野木分館 〃 〃

第１０投票区 山口コミュニティセンター 〃 〃

第１１投票区 藤沢コミュニティセンター 〃 〃

第１２投票区 中野コミュニティセンター 〃 〃

第１３投票区 土屋コミュニティセンター 〃 〃

第１４投票区 茂浦コミュニティセンター 〃
３時間

（午後５時）

第１５投票区 公民館浦田分館 〃 〃

第１６投票区 稲生漁民センター 〃 〃

第１投票区 今別町中央公民館 閉鎖時刻の繰上げ
２時間

（午後６時）

第２投票区 大川平文化会館 〃 〃

第３投票区 大泊文化会館 〃 〃

第４投票区 今別町多目的集会所 〃 〃

第１投票区 蓬田保育園 閉鎖時刻の繰上げ
２時間

（午後６時）

第２投票区 蓬田村役場前投票所 〃 〃

第３投票区 蓬田村文化伝承館 〃 〃

平 内 町

今 別 町

蓬 田 村
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R8.2.8更新

市町村名 投票区名 投票所の名称
開始又は閉鎖時刻の
繰上げ繰下げの別

時間数
（開閉時刻）

蓬 田 村 第４投票区 蓬田村中央公民館高根分館 閉鎖時刻の繰上げ
２時間

（午後６時）

第１投票区 蟹田公民館 閉鎖時刻の繰上げ
２時間

（午後６時）

第２投票区 おぐにふるさと体験館 〃 〃

第３投票区 大平会館 〃 〃

第４投票区 舟岡コミュニティセンター 〃 〃

第５投票区 平舘交流センター 〃 〃

第６投票区 総合交流促進センターかぶと 〃 〃

第７投票区 ふるさとセンター 〃 〃

深 浦 町 第１６投票区 岩坂福祉センター 閉鎖時刻の繰上げ
１時間

（午後７時）

第１投票区 野辺地町役場町民ホール 閉鎖時刻の繰上げ
１時間

（午後７時）

第２投票区
野辺地町立野辺地小学校　講
堂

〃 〃

第３投票区
野辺地町立野辺地中学校　講
堂

〃 〃

第４投票区 野辺地町馬門公民館　大和室 〃 〃

第５投票区
野辺地町有戸地区学習等供用
センター　集会室

〃 〃

第６投票区
木明地区農作業管理休養施設
休憩室

〃 〃

第７投票区 野辺地町立若葉小学校　講堂 〃 〃

第８投票区 野辺地町立体育館　柔剣道場 〃 〃

横 浜 町 第１投票区 烏帽子平自然の家 閉鎖時刻の繰上げ
２時間

（午後６時）

第１投票区 新舘地区集会所 閉鎖時刻の繰上げ
１時間

（午後７時）

第２投票区 大浦地区多目的研修集会所 〃 〃

第３投票区
徳万才地区コミュニティーセ
ンター

〃 〃

第４投票区
新山地区コミュニティーセン
ター

〃 〃

野 辺 地 町

東 北 町

外 ヶ 浜 町
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R8.2.8更新

市町村名 投票区名 投票所の名称
開始又は閉鎖時刻の
繰上げ繰下げの別

時間数
（開閉時刻）

第５投票区 南農村環境改善センター 閉鎖時刻の繰上げ
１時間

（午後７時）

第６投票区 新町集会所 〃 〃

第７投票区 南町集会所 〃 〃

第８投票区
旭町地区コミュニティーセン
ター

〃 〃

第９投票区
小川原地区コミュニティーセ
ンター

〃 〃

第１１投票区 清水目地区生涯学習センター 〃 〃

第１２投票区 千曳地区学習等供用センター 〃 〃

第１３投票区 夫雑原地区生涯学習センター 〃 〃

第１４投票区 東北町中央公民館 〃 〃

第１５投票区 保戸沢集会所 〃 〃

第１６投票区 北農村環境改善センター 〃 〃

第１７投票区 舟ケ沢地区生涯学習センター 〃 〃

第１８投票区 水喰地区学習等供用センター 〃 〃

第１９投票区 淋代地区生涯学習センター 〃 〃

第２１投票区 寒水地区生涯学習センター 〃 〃

第２２投票区 東北小学校　多目的ホール 〃 〃

第２３投票区
東北町コミュニティセンター
「未来館」

〃 〃

第１投票区 泊町内会事務所 閉鎖時刻の繰上げ
１時間

（午後７時）

第２投票区 泊地区ふれあいセンター 〃 〃

第３投票区 出戸集会所 〃 〃

第４投票区 六ケ所村立中央公民館 〃 〃

第５投票区 平沼地区学習等供用センター 〃 〃

東 北 町

六 ヶ 所 村
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R8.2.8更新

市町村名 投票区名 投票所の名称
開始又は閉鎖時刻の
繰上げ繰下げの別

時間数
（開閉時刻）

第６投票区 倉内コミュニティーセンター 閉鎖時刻の繰上げ
１時間

（午後７時）

第７投票区 中志地区集会所 〃 〃

第８投票区 六原集会所 〃 〃

第９投票区 千歳平地区公民館 〃 〃

第１０投票区 戸鎖地区児童厚生体育施設 〃 〃

第１１投票区 二又集会所 〃 〃

第１２投票区 国際教育研修センター 〃 〃

おいらせ町 第５投票区
豊栄地区コミュニティセン
ター

閉鎖時刻の繰上げ
２時間

（午後６時）

第１投票区 大利地区ふるさと伝承館 閉鎖時刻の繰上げ
１時間

（午後７時）

第２投票区 布名見の里 〃 〃

第３投票区 石持地区活力倍増センター 〃 〃

第４投票区 鹿橋集会所 〃 〃

第５投票区 蒲野沢集会施設山あいの里 〃 〃

第６投票区 入口かしわの館 〃 〃

第７投票区 野牛部落会館 〃 〃

第８投票区 袰部部落集会所 〃 〃

第９投票区 岩屋部落集会所 〃 〃

第１０投票区 水神の郷 〃 〃

第１１投票区 尻労土地共有会館 〃 〃

第１２投票区 猿ヶ森農民研修所 〃 〃

第１３投票区 田代地区多目的集会施設 〃 〃

第１４投票区
砂子又地区集会施設（ふれあ
いの館）

〃 〃

六 ヶ 所 村

東 通 村
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R8.2.8更新

市町村名 投票区名 投票所の名称
開始又は閉鎖時刻の
繰上げ繰下げの別

時間数
（開閉時刻）

第１５投票区 能舞の館たや 閉鎖時刻の繰上げ
１時間

（午後７時）

第１６投票区 下田屋部落集会所 〃 〃

第１７投票区 石蕨平集会所 〃 〃

第１８投票区 そでやま館 〃 〃

第１９投票区 老部ふるさと館 〃 〃

第２０投票区
白糠地区多目的集会施設（い
さりび館）

〃 〃

第１投票区 中央公民館 閉鎖時刻の繰上げ
１時間

（午後７時）

第２投票区 下風呂公民館 〃 〃

第３投票区 甲集会所 〃 〃

第４投票区 蛇浦公民館 〃 〃

第５投票区 桑畑公民館 〃 〃

第１投票区 津軽海峡文化館（アルサス）
開始時刻の繰下げ及
び閉鎖時刻の繰上げ

繰下げ１時間
繰上げ１時間
（午前８時～
午後７時）

第２投票区
児童交流センター（ぽぽら
す）

〃 〃

第３投票区 原田地区生活改善センター 〃 〃

第５投票区 矢越地区生活改善センター 〃 〃

第６投票区 磯谷地区漁民研修センター 〃 〃

第７投票区 長後地区生活改善センター 〃

繰下げ１時間
繰上げ２時間
（午前８時～
午後６時）

第８投票区 歌舞伎の館 〃 〃

東 通 村

風 間 浦 村

佐 井 村
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R8.2.8更新

市町村名 投票区名 投票所の名称
開始又は閉鎖時刻の
繰上げ繰下げの別

時間数
（開閉時刻）

佐 井 村 第９投票区 牛滝地区交流促進センター
開始時刻の繰下げ及
び閉鎖時刻の繰上げ

繰下げ１時間
繰上げ２時間
（午前８時～
午後６時）

第１５投票区 大舌交流センター 閉鎖時刻の繰上げ
１時間

（午後７時）

第１９投票区 杉沢ふるさと会館 〃 〃

第２０投票区 蛇沼やまびこ会館 〃 〃

第４投票区 旧清水頭小学校 開始時刻の繰下げ
１時間

（午前８時）

第５投票区 相米へき地保健福祉館 〃 〃

第６投票区 都市農村交流センター 〃 〃

第７投票区 石亀地区研修センター 〃 〃

第８投票区 上郷公民館 〃 〃

第９投票区 関地区集落センター 〃 〃

第１０投票区 夏坂へき地保健福祉館 〃 〃

第１１投票区 遠瀬生活館 〃 〃

第１２投票区 新田地区活性化センター 〃 〃

第１投票区 新郷村山村開発センター 閉鎖時刻の繰上げ
２時間

（午後６時）

第２投票区 小坂地区公民館 〃 〃

第３投票区 西老人福祉センター 〃 〃

第４投票区 北老人福祉センター 〃 〃

第５投票区
水沢地区農業集落多目的集会
施設

〃 〃

第６投票区 第７分団屯所 〃 〃

第７投票区 長崎集会所 〃 〃

第８投票区 西越地区公民館 〃 〃

三 戸 町

田 子 町

新 郷 村
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R8.2.8更新

市町村名 投票区名 投票所の名称
開始又は閉鎖時刻の
繰上げ繰下げの別

時間数
（開閉時刻）

第９投票区 住民憩いの家 閉鎖時刻の繰上げ
２時間

（午後６時）

第１０投票区 中崎生活文化センター 〃 〃

（参考）

■　県内投票所及び共通投票所計　８８３（うち共通投票所　３１）

　　県内投票所計　　　　　　　　８８０（うち投票所併設共通投票所　２８）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【つがる市１６、鰺ヶ沢町８、中泊町４】）

　　県内単独設置共通投票所計　　　　３

　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　【弘前市１、つがる市１、平川市１】）

 ■　開閉時刻を変更する投票所及び共通投票所計　１９４

　　　開始時刻の２時間繰下げ　　　２【弘前市（共通投票所）、平川市（共通投票所）】

　　　開始時刻の３時間繰下げ　　　１【つがる市（共通投票所）】

　　　閉鎖時刻の３時間繰上げ　　　４【平内町】

　　　　　　　　計　　　　　　１９４【２４市町村】

令和８年２月８日　追加

市町村名 投票区名 投票所の名称
開始又は閉鎖時刻の
繰上げ繰下げの別

時間数
（開閉時刻）

む つ 市 第６７投票区 九艘泊地区生活福祉センター 開始時刻の繰下げ
３０分

(午前7時30分)

　　　開始時刻の１時間繰下げ　　　９【田子町】

　　　閉鎖時刻の１時間繰上げ　１１０【青森市ほか（１１市町村）※佐井村は含まない。】

　　　閉鎖時刻の２時間繰上げ　　６０【弘前市ほか（１０市町村）※佐井村は含まない。】

新 郷 村

　　　開始時刻の１時間繰下げ　　　５【佐井村】
　　及び閉鎖時刻の１時間繰上げ

　　　開始時刻の１時間繰下げ　　　３【佐井村】
　　及び閉鎖時刻の２時間繰上げ
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